
富士宮商工会議所 中小企業相談所 小規模事業者経営改善普及事業 

 

令和 7年分 個人事業所確定申告・消費税申告 

個別相談会のご案内 
★東海税理士会富士支部所属の税理士及び当所経営指導員による無料相談会です。 

★完全予約制で、予約受付はお電話にて承ります。当日受付の場合は、予約状況に応じて別日

時となることがございますので、ご注意ください。 

★令和７年分の所得税の申告においては、「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特

定親族特別控除」などの変更点があります。 

★消費税の申告では、2 割特例の適用可否に係る判断や特例終了後の課税方式の選択について

注意が必要です。(令和 9 年より簡易課税制度選択の場合には令和 8 年中の届出が必要) 

★電子申請(e-Tax)による申告を推奨しておりますが、電子申請以外でもご相談は可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．開催日時 令和８年２月２５日(水)～３月 1０日(火) ※土日除く 
２．相談時間 ９：００～１６：００ ※12：00～13：00 は休憩時間、受付は14：30 終了 

３．開催会場 富士宮商工会議所（富士宮市豊町１８－５） 

４．相談対象 個人で事業(又は不動産)所得のある方 
※裏面記載の申告は、富士税務署（0545—61-2460）へご相談ください。 

５．予約方法 富士宮商工会議所まで、電話にてご予約ください 

       【電話】0544-26-3101 ※平日 8:30～17:30、土日祝日除く 

６．持 ち 物 
□収支決算資料(白・青色共に) □ご印鑑(シャチハタ不可) □代表者のマイナンバー通知カード又は

個人番号カード □代表者の身分証明書(顔写真のあるもの) □当年の法定調書(控) □昨年の申告関

係書類(写) □ＵＳＢメモリ □【該当者のみ】電子申告の ID・パスワード情報 

※ 他からの給与所得の源泉徴収票、生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書、小規模企業共 

済掛金証明書、社会保険(国民年金保険料)控除証明書、住宅取得控除証明書及び借入残高等証 

明書、その他各種所得控除証明書、医療費控除がある場合はその領収証(医療費のお知らせも可) 

７．ご来所時の注意・お願い事項 
（１）本個別相談会は『完全予約制』とさせていただきます。 

（２）マイナンバー制度施行に伴い、当所で各申告書をお預かりし税務署に提出をご希望される場合は、

同意書への記入・捺印が必要となります。同意できない場合は、各自で所轄税務署にご提出又は

郵送にてご対応ください。 



 

電子申告(e-Tax)をするために、ご用意いただくもの (以下のどちらかが必要です) 

☆電子申告が可能なマイナンバーカードと暗証番号 

  マイナンバーカードには、信頼できる第三者（認証局）が間違いなく本人であることを電子的に証明する

ため、2 種類の電子証明書が付与されています。マイナンバーカードでの電子申告にあたり、電子証明書に

設定している暗証番号が必要となります。  
 

電子証明書の種類 署名用電子証明書 利用者証明書 

暗証番号 6桁～16桁の英数字 4桁の数字 

☆税務署で取得した e-Tax用の ID・パスワード（新規での発行は、現在停止されています） 

マイナンバーカードの更新手続きについて 
 

マイナンバーカード及び電子証明書には有効期限があります。 

 

 

 

 

 

 

 

特に、マイナンバーカード本体の更新は、申請から新しいカードが届くまで通常 1か月程かかります。 

申請日に期限を迎えてしまう場合は、お早めに更新のお手続きを済ませていただくようご注意ください。 

 

 

 

 

 

１．当所の確定申告個別相談会に参加される方への注意事項 

（１）以下の申告は、当所で対応出来ません。ご了承ください。 

対応できない申告 問合せ・相談先 

★法人の確定(消費税)申告 
○税務署主催の相談会についての詳細は、国税庁のホーム

ページをご確認ください。 

○富士税務署 

住所：〒416-8650富士市本市場 297番地の 1 

電話：0545-61-2460 

★農業所得の確定申告 

★山林所得の確定申告 

★給与・公的年金のみ申告 

★贈与･譲渡所得、相続の方 

★売上高が 3,000 万を超える

事業収入の確定申告 

○原則として各自で申告いただくか、正規に顧問税理士と

ご契約の上でご申告ください。 

★『やよいの青色申告』をご利

用で最新版でない方 

○毎年税制改正があるため、最新バージョンの『やよいの

青色申告２６』への更新をお願いします。 

（２）前年確定申告を手書の申告書以外で提出された方は、今後税務署から手書き用の確定申告書類

は届きません（お知らせハガキのみ）。御入用の方は、1月 20日以降に当所へご相談ください。 

（３）申告期日（3/16）まで申告の相談には応じますが、3/16 以降の書類のお預かりは致しません。

また、3/17以降のご相談は、お手数ですが所轄税務署にご相談ください。 

２．確定申告の電子申告（e-tax）を推進しています。 

電子申告(e-Tax)は、青色申告者が 65 万円の特別控除を受ける一つの要件になっています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 有効期限 

マイナンバー

カード 

発行から 10回目の誕生日まで 

 (※18歳以上) 

電子証明書 発行から 5回目の誕生日まで 


